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2021年4月1日１．口腔の健康と歯科健診を取り巻く現状

２．生涯を通じた歯科健診の推進に向けた取組

３．検討会の今後の進め方
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乳幼児期 学齢期 成人期 高齢期

⑤20本以上歯を有する者の割合は増加
２人に１人以上は8020達成者

(％)

出典：国民健康・栄養調査、歯科疾患実態調査(令和４年)

出典：患者調査
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○ 小児のむし歯は減少＜①＞。他方で、２人に１人は中等度以上の歯周病に罹患し、その割合は改善していない＜②＞。
○ ２人に１人以上は過去１年間に歯科検診を受診＜③＞。高齢化の進展に伴い、歯科診療所を受診する高齢者の割合は増加＜④＞。
○ ２人に１人以上は80歳で20本以上歯を保つ8020（ハチマル・ニイマル）達成者＜⑤＞。

出典：歯科疾患実態調査

①3歳児及び12歳児の一人平均むし歯数及び
 むし歯有病者率は年々減少

(本)

歯科保健医療を取り巻く状況（概要）

出典：地域保健・健康増進事業報告、学校保健統計調査

(％)

②２人に１人は中等度以上の歯周病（歯周ポケット４mm以上）に罹患し、改善していない

(％)
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③２人に１人以上は過去１年間に歯科検診を受診 ④歯科診療所の受診患者の約４割以上が65歳以上

歯周ポケット４mm以上の者：47.8％

出典：患者調査

出典：国民健康・栄養調査、歯科疾患実態調査（令和６年）
注）国民健康・栄養調査は20歳以上が対象

出典：歯科疾患実態調査
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8020達成者：61.5％
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歯科口腔保健の推進について
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基本理念

責務

国及び地方公共団体、歯科医師等、国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者、国民について、各々の責務を規定

・  乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔
保健を推進

・ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔
保健を推進

実施体制

① 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
② 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④ 歯科疾患の予防のための措置等
⑤ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等

国及び地方公共団体が講ずる施策

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等

財政上の措置等

口腔保健支援センター

＜法律＞歯科口腔保健の推進に関する法律 歯科口腔保健の推進について

目的

・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割
・国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効
→国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（歯科口腔保健）の推進に関する施策を総合的に推進



歯・口腔の健康づくりプランの概要

１）歯科口腔保健の推進のための基本的な方針
1. 歯・口腔に関する健康格差の縮小
2. 歯科疾患の予防
3. 口腔機能の獲得・維持・向上
4. 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健
5. 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

２）歯科口腔保健を推進するための目標・計画に関する事項

※歯科口腔保健の推進のための基本的な方針についてそれぞれ目標・計画の設定及び評価の考え方を示す。

３）都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項

※地方公共団体における歯科口腔保健推進に関する目標・計画の設定及び評価の際の留意事項を示す。

４）歯科口腔保健を担う人材の確保・育成に関する事項

５）調査及び研究に関する基本的な事項

※歯科口腔保健に関する調査の実施及び活用や研究の推進に関する事項を示す。

６）その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項

※歯科口腔保健に関する正しい知識の普及、歯科口腔保健を担う者の連携及び協力、大規模災害時の歯科口腔

保健に関する事項を示す。

○ 全ての国民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口腔保健を実現することを目的に、

歯科口腔保健に関する施策等を総合的に推進するための基本的な事項を示し、令和６年度から令和17年度まで

の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第二次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）を推進する。

歯・口腔健康づくりプランの骨子
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歯・口腔の健康づくりプランのスケジュール

○ 歯・口腔の健康づくりプランの計画期間については、健康日本21（第３次）をはじめとした他の計画（医

療計画、医療費適正化計画等）との計画期間を一致させ、整合性を図るために、令和６年度から令和17年

度までの12年間とする。

○ 歯・口腔の健康づくりプランの中間評価をプラン開始後６年を目処に、最終評価を同10年を目処に行い、

計画期間中に次期（令和18年度開始）の基本的事項の策定のための期間を設ける。

○ 歯・口腔の健康づくりプランの評価のためのベースラインはプラン初年度である令和６年度の値とし、目

標値は令和14年度として設定する。

○ ベースラインの提示・中間評価及び最終評価に必要なデータソースである歯科疾患実態調査は、次期基本

的事項の評価実施時期を踏まえ、令和6年度から4年ごとに実施する。

2022
年度
(R4)

2023
(R5)
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(R6) 

2025
(R7)
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(R8)

2027
(R9)

2028
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(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

2034
(R16)

2035
(R17)

2036
(R18)

（歯科疾患実態調査）

ベースライ
ンの提示

中間評価 最終評価

歯・口腔の健康づくりプラン（第１次） 次期

次期プラ
ン策定

（歯科疾患実態調査） （歯科疾患実態調査）

自治体の
プラン策定

自治体の
次期プラン

策定
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歯・口腔の健康づくりプランの目標と指標  一覧

目 標 指 標 目 標 値

第１．歯・口腔に関する健康格差の縮小

一  歯・口腔に関する健康格差の縮小によるすべての国民の生涯を通じた歯科口腔保健の達成

① 歯・口腔に関する健康格差の縮小 ア ３歳児で４本以上のう蝕のある歯を有する者の割合 ０％

イ  12歳児でう蝕のない者の割合が90％以上の都道府県数 25都道府県

ウ  40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合（年齢調整値） ５％

第２．歯科疾患の予防
一  う蝕の予防による健全な歯・口腔の育成・保持の達成

① う蝕を有する乳幼児の減少 ３歳児で４本以上のう蝕のある歯を有する者の割合（再掲） ０％

② う蝕を有する児童生徒の減少 12歳児でう蝕のない者の割合が90％以上の都道府県数（再掲） 25都道府県

③ 治療していないう蝕を有する者の減少 20歳以上における未処置歯を有する者の割合（年齢調整値） 20％

④ 根面う蝕を有する者の減少 60歳以上における未処置の根面う蝕を有する者の割合（年齢調整値） ５％

二  歯周病の予防による健全な歯・口腔の保持の達成

① 歯肉に炎症所見を有する者の減少 ア 10代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 10％

イ 20代～30代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 15％

② 歯周病を有する者の減少 40歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値） 40％

三  歯の喪失防止による健全な歯・口腔の育成・保持の達成

① 歯の喪失の防止 40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合（年齢調整値）（再掲） ５％

② より多くの自分の歯を有する高齢者の増加 80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合 85％

第３．生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上
一  生涯を通じた口腔機能の獲得・維持・向上の達成

① よく噛んで食べることができる者の増加 50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整値） 80％

② より多くの自分の歯を有する者の増加 40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合（年齢調整値）（再掲） ５％

第 4．定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健

一  定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進

① 障害者・障害児の歯科口腔保健の推進 障害者・障害児が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率 90％

② 要介護高齢者の歯科口腔保健の推進 要介護高齢者が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率 50％

第５．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

一  地方公共団体における歯科口腔保健の推進体制の整備

① 歯科口腔保健の推進に関する条例の制定 歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している保健所設置市・特別区の割合 60％

② PDCAサイクルに沿った歯科口腔保健に関する取組の実施 歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施している市町村の割合 100％

二  歯科検診の受診の機会及び歯科検診の実施体制等の整備

① 歯科検診の受診者の増加 過去1年間に歯科検診を受診した者の割合 95％

② 歯科検診の実施体制の整備 法令で定められている歯科検診を除く歯科検診を実施している市町村の割合 100％

三 歯科口腔保健の推進等のために必要な地方公共団体の取組の推進

① う蝕予防の推進体制の整備 15歳未満でフッ化物応用の経験がある者 80％

：「健康日本21（第三次）」と重複するもの
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歯科保健医療を取り巻く状況＜う蝕・幼児／学童＞
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○ ３歳児で４本以上のう蝕のある歯を有する者の割合は、2024年で2.1％。

３歳児で４本以上のう蝕のある歯を有する者の割合
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1 2  歳児でう蝕のない者の割合が  9 0％以上の都道府県数  

○ 令和６年度時点で、12 歳児でう蝕のない者の割合が 90％以上の都道府県はなかった。

出典：歯科疾患実態調査

出典：学校保健統計調査
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※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：0％（R14）

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：25都道府県（R14）



歯科保健医療を取り巻く状況＜う蝕・成人＞
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2 0  歳以上における未処置歯を有する者の割合（年齢調整値）

○ 20 歳以上における未処置歯を有する者の割合（年齢調整値）は令和６年で29.1％。

37.1% 33.6% 31.5% 29.1%
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6 0歳以上における未処置の根面う蝕を有する者の割合（年齢調整値）

○ 60歳以上における未処置の根面う蝕を有する者（年齢調整値）は、令和６年で6.4％。

令和4年 令和６年

歯科疾患実態調査 5.5％ 6.4％

出典：歯科疾患実態調査

出典：歯科疾患実態調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：20％（R14）

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：５％（R14）

（年）



歯科保健医療を取り巻く状況＜歯肉炎・歯周炎＞
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○ 10 代における歯肉に炎症所見を有する者の割合は令和６年で26.7％。

令和４年 令和６年

歯科疾患実態調査 38.2％ 26.7％

1 0  代における歯肉に炎症所見を有する者の割合  

2 0  代〜3 0  代における歯肉に炎症所見を有する者の割合（年齢調整値）

○ 20 代～30 代における歯肉に炎症所見を有する者の割合（年齢調整値）は、令和６年で22.4％。

4 0歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値）

○ 40歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値）、令和６年で47.8％。
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出典：歯科疾患実態調査

出典：歯科疾患実態調査

出典：国民健康・栄養調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：10％（R14）

令和４年 令和６年

歯科疾患実態
調査

28.3％ 22.4％

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：15％（R14）

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：40％（R14）



歯科保健医療を取り巻く状況＜歯数＞
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○ 40歳以上における自分の歯が 19 歯以下の者の割合（年齢調整値）は、令和６年で18.1％。

4 0  歳以上における自分の歯が  1 9  歯以下の者の割合（年齢調整値）
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○ 80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合は、令和６年で61.5％。

8 0  歳で  2 0  歯以上の自分の歯を有する者の割合
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出典：歯科疾実態調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：５％（R14）

出典：歯科疾実態調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：85％（R14）



歯科保健医療を取り巻く状況＜咀嚼の状況＞
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5 0歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整値）

○ 「50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整値）」は、令和6年で81.3％。

73.2%
74.0%

70.9%
77.4% 81.3%
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出典：国民健康・栄養調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：80％（R14）
（令和６年時点で当初の目標値80％を上回ったため、目標値を90％に見直し予定）



歯科保健医療を取り巻く状況＜地方公共団体における歯科口腔保健の推進体制の整備＞
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歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施している市町村の割合の増加

○ 歯科口腔保健事業の効果検証を行っている市町村の割合は 令和６年で32.1％。

歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している保健所設置市・特別区の割合

○ 保健所設置市・特別区のうち、歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している割合は、令和６年で 35.5％、
今後策定予定としている割合は 2.2％。

1 5歳未満でフッ化物応用の経験がある者

○ フッ化物塗布およびフッ化物洗口の経験を有する15歳未満の者の割合は、令和６年で69.8％。

66.7

59.4

69.8
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出典：歯科疾実態調査

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：80％（R14）

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：60％（R14）

出典：令和６年度ライフステージに応じた歯科口腔保険推進事業

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：100％（R14）

出典：令和６年度ライフステージに応じた歯科口腔保険推進事業
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永久歯の抜歯原因
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○ 永久歯の抜歯原因で、最も多いのは、歯周病（37.1％）、次いでう蝕（29.2％）、破折（17.8％）の順であり、
抜歯数が最も多い年齢階級は65歳～69歳であった。

○ 抜歯原因は、55歳未満ではう蝕の割合が高いが、55歳以上では歯周病が半数以上になっている。

○ 年齢とともに破折が増加し、50～79歳ではう蝕よりも多くなっている。

歯周病
37.1%

う蝕
29.2%

破折
17.8%

埋伏歯
5.0%

矯正
1.9%

その他
7.6%

不明
1.4%

歯周病 う蝕 破折 埋伏歯

矯正 その他 不明

出典：H30永久歯の抜歯原因調査（8020推進財団）

(本)

(歳)

• 調査対象：日本歯科医師会の会員から系統抽出した歯科医師5,250人に対する
郵送調査において、回答のあった2,345人（回収率44.8％）の歯科診療所

• 調査方法：調査対象となる歯科診療所で、調査期間中に抜歯処置を受けた患者
の症例を質問紙に記録

• 調査時期：2018年６月４日～6月10日 13



「経済財政運営と改革の基本方針2025」「攻めの予防医療」

「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）（抜粋）

糖尿病と歯周病との関係など全身の健康と口腔の健康に関するエビデンスの活用、生涯を通

じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組、オーラルフレイル対策・疾

病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医歯薬連携

などの多職種連携、歯科衛生士・歯科技工士の離職対策を含む人材確保、歯科技工所の質の担

保、歯科領域のＩＣＴ活用、歯科医師の不足する地域の分析等を含めた適切な配置の検討を含

む歯科保健医療提供体制構築の推進・強化に取り組むとともに、有効性・安全性が認められた

デジタル化等の新技術・新材料の保険導入を推進する。

第221回国会における高市内閣総理大臣施政方針演説（令和８年2月20日）（抜粋）

また、データヘルスや保険者機能の強化、健康経営に取り組む地域企業への支援、がん検診・

歯科健診の推進を通じ、「攻めの予防医療」を具体化させます。健康寿命の延伸を図ることで、

皆が元気に活躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただけるようにします。
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歯科健診（検診）の制度

○ 我が国の歯科健診制度は、様々な法律に基づき行われている。

健診（検診） 根拠法 実施主体 対象年齢（対象者） 備考

乳
幼
児

乳幼児歯科健診 母子保健法 市町村 １歳６ヶ月・３歳 ◆市町村が実施義務を負う

児
童
生
徒
等

学校歯科健診 学校保健安全法

学校

※保育所等の児童福祉施設は、児童
福祉法に基づき、学校保健安全法に
準じた健診を行う。

毎学年実施
◆学校が実施義務を負う
（※大学は省略可）

妊
産
婦

妊産婦歯科健診 母子保健法 市町村 妊産婦

◆母子保健法に基づき市町村が努力
義務で実施

◆平成10年度から地方交付税措置

～
74
歳

歯周病検診＊ 健康増進法 市町村 20、30、40、50、60、70歳

◆健康増進法に基づく健康増進事業
として市町村が努力義務で実施

◆ 「歯周病検診マニュアル2023」を参
考に実施

◆令和６年度から20、30歳を追加

労働安全衛生法に基づく
歯科医師による健康診断

労働安全衛生法 事業者
塩酸・硫酸・硝酸等を取り扱う

労働者
◆事業者が実施義務を負う

75
歳
以
上

後期高齢者医療の
被保険者に係る
歯科健診

高齢者の医療の
確保に関する法律

後期高齢者医療広域連合 後期高齢者

◆後期高齢者医療制度事業費補助
金等の補助メニューである

◆ 「後期高齢者を対象とした歯科健診
マニュアル」（平成30年）を参考に
実施
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＊令和8年度から歯周疾患検診は歯周病検診と名称が改められた



歯周病検診の対象年齢拡大

0

50

100
平成23年 平成28年 令和４年 令和６年

現行 乳幼児期 学齢期 20代・30代 40〜74歳 75歳以上

歯
科
健
診

（
根
拠
法
）

乳幼児歯科健診
（母子保健法）

学校歯科健診
（学校保健安全法）

後期高齢者医療の被保険者に対する歯科健診
（高齢者の医療の確保に関する法律）

１ 事業の目的

実施主体：市町村及び特別区

補助率：【国１／３、都道府県１／３、市町村１／３】【国１／３、政令指定都市２／３】

３ 実施主体等

40、50、60、70歳

歯周病検診
（健康増進法）（※下線部は実施主体が義務を負う）

塩酸・硫酸・硝酸等を取り扱う労働者に対する定期健診（労働安全衛生法）

生涯を通じた切れ目のない歯科健診の実現に向けて
令和6年度に歯周病検診の対象年齢に20歳、30歳を追加

歯周ポケット（4mm以上）を有する者の割合

課題

対応

◆20～30代については原則、歯科健診制度の対象となっていなかった
◆近年、若年者の歯周病の罹患率が増加している

２ 事業の概要

o 健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持・増進が重要な役割を果たしていることから、定期的な歯科健診の機会・歯科診療の受診を通じて、生涯を
通じた歯・口腔の健康を実現していくことが必要。

o なお、令和4年に公表された「骨太の方針2022」では、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の具体的な検討」について初めて記載され、今年
度の「骨太の方針2025」では、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組」と記載されたことから、生涯を通じた歯科健診
の実現に向けて更に取組みを進めていく必要性がある。

（出典：歯科疾患実態調査）

注：R6の割合は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正値

(%)

(歳)
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52.3% 52.5% 52.3% 53.0%
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出典：地域保健・老人保健事業報告（平成17年～平成19年）、地域保健・健康増進事業報告（平成20年～令和5年）

歯周病検診の実施状況

○ 歯周病検診を実施する自治体の割合は年々増加し、令和6年で約85％である。
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（自治体）

実施市町村数 未実施市町村数 実施市町村数割合



歯周病検診受診者の状況

○ 歯周病検診の受診者総数は、令和5年までは約35万人で推移していたが、令和６年に対象年齢に20歳、30
歳が追加されたことにより、約44万人に増加した。

○ 対象年齢の人口に対する受診者数として算出した受診率（推計値）は、令和元年以降やや増加しつつ約
５％で推移しており、令和６年で4.83％であった。

18

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

全体 356,061 343,155 352,991 365,481 359,554 437,382
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【歯周病検診受診者総数】

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

全体 5.01% 4.97% 5.25% 5.46% 5.39% 4.83%

4.5%

4.6%

4.7%

4.8%

4.9%

5.0%

5.1%

5.2%

5.3%

5.4%

5.5%

5.6%

【歯周病検診受診率】

出典：令和６年度地域保健・健康増進事業報告、人口推計（令和６年10月１日現在）を元に算出

※歯周病検診受診率（推計値）＝歯周病検診受診実人員／各年度10月１日現在の対象年齢の人口数

（人）



歯周病検診の受診状況

○ 60歳、70歳の歯周病検診受診率（推計値）は経年的に増加している一方で、令和６年では対象年齢が若い
ほど、歯周病検診の受診率が低くなっている。

出典：令和６年度地域保健・健康増進事業報告、人口推計（令和６年10月１日現在）を元に算出 19

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

20 歳 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.53%

30 歳 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.48%

40 歳 4.97% 5.09% 5.29% 5.16% 4.94% 4.93%

50 歳 4.31% 4.44% 4.70% 4.72% 4.61% 4.63%

60 歳 4.94% 5.10% 5.54% 5.89% 5.81% 5.96%

70 歳 5.68% 5.31% 5.55% 6.23% 6.38% 6.83%
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【歯周病検診受診率の推移】

20 歳 30 歳 40 歳 50 歳 60 歳 70 歳

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

20 歳 0 0 0 0 0 30,100

30 歳 0 0 0 0 0 45,275

40 歳 80,389 81,162 80,645 77,989 74,712 73,655

50 歳 79,416 83,409 90,933 94,029 93,459 92,044

60 歳 75,587 76,483 82,352 89,061 90,585 95,114

70 歳 120,669 102,101 99,061 104,402 100,798 101,194
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【歯周病検診受診者数の推移】
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歯周病検診受診率（推計値）＝歯周病検診受診実人員／各年度10月１日現在の対象年齢の人口数

（人）



乳幼児歯科健診の実施状況
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○ 乳幼児歯科健診の受診者数は経年的に減少しているが、受診率は90％以上で推移している。

出典：保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編第２９表 市区町村が実施した幼児の歯科健診の受診実人員－受診結果別人員・

医療機関等へ委託した受診実人員－受診結果別人員，市区町村別

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

１歳６か月児歯科健診 860,447 851,951 816,605 806,552 777,270 738,942

３歳児歯科健診 897,016 874,377 883,130 864,852 830,682 801,923
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【乳幼児歯科健診受診実人員（人）】

１歳６か月児歯科健診 ３歳児歯科健診

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

１歳６か月児歯科健診 93.6% 93.3% 92.9% 94.7% 95.4% 95.5%

３歳児歯科健診 93.5% 93.6% 92.9% 94.4% 94.9% 95.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

【乳幼児歯科健診受診率（推計値）】

１歳６か月児歯科健診 ３歳児歯科健診

受診率＝受診実人員／対象人員



令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

妊産婦歯科検診受診者数 306,521 271,564 252,290 253,062 241,015 243,785
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【妊産婦歯科健診受診者数（人）】

妊産婦歯科健診受診者実人員

出典：地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)総括編第４表 保健所及び市区町村が実施した歯科健診の受診実人員－延人員・医療機関等

へ委託した受診実人員－延人員，都道府県－指定都市・特別区－中核市－その他政令市、個別－集団、対象区分別

妊産婦歯科健診の実施状況
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○ 妊産婦歯科健診の受診者数は令和元年には30万人を超えていたが、令和６年には24万人に減少。

○ 母数を妊産婦一般健康診査実人員と仮定した場合、妊産婦歯科健診受診率（推計値）は16％台で推移して
いる。

※１ 妊産婦歯科健診受診率（推計値）＝妊産婦歯科健診受診者実人員数／市町村が実施した妊産婦を対象とした一般健康診査実人員数
※２ 令和３年以降は受診者実人員、令和２年以前は受診者総数 （参考：令和元年306,521名、令和２年271,564名）

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

妊産婦健診受診率 16.2% 16.5% 16.1% 16.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

【妊産婦歯科健診受診率（推計値）】

妊産婦歯科健診受診率



法令で定められている歯科検診を除く歯科検診（健診）の実施状況

22

○ 「8020運動・口腔保健推進事業」を活用して自治体独自の歯科健診を実施している市区町村、法 令 で 定
め ら れ て い る 歯 科 検診 を除 く 歯科 検診 （ 健診 ）を 実施 し てい る市 町 村の 割合 はと も に増 加し て
い る 。

法令で定められている歯科検診を除く歯科検診（健診）を実施している市町村の割合

「8 0 2 0運動・口腔保健推進事業」における「歯科健診（検診）事業」を実施している市区町村数

令和５年度 令和６年度 令和７年度

市町村数 192 302 438

出典：令和５,６年度 8020運動・口腔保健推進事業実績報告、令和７年度： 8020運動・口腔保健推進事業事業計画（歯科保健課調べ）

令和４年度 令和６年度

市町村の割合 48.5％ 81.7%

※「法令で定められている歯科検診を除く歯科検診」とは、「学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 11 条に定める就学時の健康診断及び第 13 
条に定める児童生徒等の健康診断」、「母子保健法（昭和 40年法律第 141 号）第 12 条第１項に定める健康診査」、「健康増進法（平成 14 年法律第 
103 号）第 19 条の 2 に定める厚生労働省令で定める事業による歯科検診」を除いて、地方公共団体が独自に対象者を設定し実施する歯科検診とする。

出典：令和４年度：歯科口腔保健に関する予防強化推進モデル事業、令和６年度：ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業



歯科検診の受診者率の年次推移（過去１年間に歯科検診を受診した者の割合）
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○ 歯・口腔の健康づくりプランの目標値は、令和14年度までに「過去1年間に歯科検診を受診した者の割
合」95％とされている。

○ 令和６年の過去１年間に歯科検診（健診）を受診した者の割合は63.8％であり、年々増加している。

目 標 指 標 目 標 値

第５．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

二  歯科検診の受診の機会及び歯科検診の実施体制等の整備

① 歯科検診の受診者の増加 過去1年間に歯科検診を受診した者の割合 95％

出典：国民健康・栄養調査（平成16,21,24,28年）、歯科疾患実態調査（令和4,６年）
注）国民健康・栄養調査は20歳以上が対象



歯科検診の受診者率の年次推移（年齢階級別）
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○ いずれの年齢階級においても歯科検診（健診）の受診者率は年々増加している。
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出典：国民健康・栄養調査（平成16,21,24,28年）、歯科疾患実態調査（令和4年）



年齢階級別歯科検診の受診者率（令和６年）
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全体：63.8%

出典：R6年度歯科疾患実態調査

【過去1年間に歯科検診を受けた者の割合】

注：割合は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正値である。

○ 年齢階級別特に20～39歳において、歯科検診（健診）を受診している者の割合が低い。



過去1年間に歯科検診（健診）を受診した者の割合【受診機会別】

○ 過去1年間に歯科検診（健診）を受診している者の多くは、歯科診療所での定期的な検診（健診）であった。

○ 自治体、職場での検診（健診）を受けていた者は数％にとどまっている。

注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正値であり、単なる人数比とは異なる。

（出典：R6年度歯科疾患実態調査）
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定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者の歯科健診の実施状況
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障害者・障害児が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率

要介護高齢者が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率

平成31年 令和６年

36.8％ 38.8％

(年)

出典：令和５年度厚生労働科学研究事業（歯科口腔保健の健康格差に関する実態把握および調査手法の改善のための研究）

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：50％（R14）

出典：令和６年度厚生労働科学研究事業(歯科口腔保健の健康格差に関する実態把握および調査手法の改善のための研究

○ 「障害者・障害児が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率」は、令和５年で62.7%。

※歯・口腔の健康づくりプランの目標値：90％（R14）

○ 「要介護高齢者が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率」は、令和６年で38.8%。



就労者の口腔保健行動（定期歯科検診を受診しない理由等）

○ 第３次産業の就労者を対象とした口腔保健行動に関する調査を行った研究では、定期歯科検診受診につい
て、「検診有群」が28.3％、「検診無群」が71.2%と、国民健康・栄養調査よりも低い結果となっている。

○ 「検診無群」で、定期歯科検診を受診しない理由は「時間がない」が半数以上を占め、次が「必要性が不
明」であった。

出典：「第3次産業勤労者の口腔保健行動と意識」志倉ら、日歯保存誌63(5)：385～395、2020年

◼ 調査方法
大阪府堺市西区に所在する第3次産業（中小企業や個人商店）で就労

する者647名にアンケート調査を実施、378名から回収。

【対象者の年齢構成】 【対象者の業種の割合】

◼ 結果：定期歯科検診の受診状況

・検診有群：107名（28.3%、男性：47名、女性：59名、性別未記入：1名）

・検診無群：269名（71.2%、男性：169名、女性：99名、性別未記入：1名）

◼ 結果：定期歯科検診を受診しない理由

28

時間が無い 57.8％
必要性が不明 14.9％
費用が高い 14.6％
かかりつけ歯科医がいない   6.3％



2021年4月1日１．口腔の健康と歯科健診を取り巻く現状

２．生涯を通じた歯科健診の推進に向けた取組

３．検討会の今後の進め方
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事業の概要・スキーム、実施主体

生涯を通じた歯科健診の推進に向けたこれまでの主な取組

地方自治体

事業所

委託先
(コンサル等)

①モデル事業実施支援

②結果報告

③結果のフィードバック

④検証結果の情報発信

令和５～６年度   就労世代の歯科健康診査等推進事業

◼ すべての歯科保健事業担当者が活用できる行動変容等を主眼においた

歯科保健指導マニュアルの作成

受
診
勧
奨

・精密検査、

歯科診療等

◼ R5実績：自治体50フィールド、事業所21フィールド 保険者100フィールド。
 参加人数32,000人

◼ R6実績：自治体53フィールド、事業所・保険者155フィールド。参加人数35,000人

令和５～６年度     ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業

令和４年度 歯科健康診査推進事業
  

委

託

＜取組内容の概要＞

• 事業成果を踏まえた効果的・効率的な健診方法等の実施支援・効果検証

• 保険者・事業所等における効果的・効率的な歯科健診導入支援・検証及
び手引きの作成・情報発信

• 簡易な口腔スクリーニングの活用を含めた歯科健診（検診）や医科健診
と同時実施の歯科健診（検診）の導入支援、受診勧奨効果・持続可能性
等の効果検証

• 効果的歯科保健指導・受診勧奨方法を含めた好事例集、健診及び保健指
導の手引き等の啓発媒体の作成、セミナーの開催などの情報発信

• 薬局や商業施設において、幅広い年齢にアプローチが可能な機会を活用
し、健康教育や受診勧奨等の実施を支援するとともに効果検証を実施

令和７年度    全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業

令和５～７年度 歯周病等スクリーニングツール開発支援事業

◼ 歯科健診の受診率向上に資する歯科健診方法の検証

◼ 歯科疾患のリスク評価が可能なスクリーニングツール(簡易検査キットや

診断アプリ等)の開発を行う企業等に対して、研究・開発を支援

◼ 令和５年度 ５事業者、令和６年度 ３事業者、令和７年度 ２事業者

◼ ライフコースや目的に応じたモデル歯科健診・啓発等の実施支援・検証

◼ R7実績：自治体107フィールド、事業所・保険者298フィールド
参加人数50,000人

令和７年度  薬局等を通じた受診勧奨事業

◼ ライフコースや目的に応じたモデル歯科健診・啓発等の実施支援・検証

◼ R7実績：薬局1,466フィールド、参加人数14,200人

令和６,7年度   レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業

◼ 歯科健診、定期健診、問診、レセプト等データを活用し歯科健診の効果

（口腔と全身の健康の関係、医療費適正化効果等）について分析を実施
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モデル事業の実施結果（簡易な口腔スクリーニング 受診者からの視点）

○ 簡易な口腔スクリーニングの受診者の満足度は「短時間で出来るのが良い」が69.5％と最も高く、次いで「身体
の健診等のついでに出来るのが良い」が46.9％であった。

○ 簡易な歯科検査を実施した結果、歯周病リスクが「高リスク」となった受験者の約77%、「中リスク」となった
受験者の約66%は、歯科受診（歯科受診予定も含む）につながっており、簡易な口腔スクリーニングを用いた場
合でも、歯科受療につながることが示唆された。

身体の健診等のついでにできるのがよい

客観的に結果がわかるのがよい

その他

短時間でできるのがよい

手間がかからないのがよい

痛みがない

怖くないのが良い

自宅でできるのが良い

わからない

簡易な口腔スクリーニングの満足度
複数回答 (n=848)

簡易な口腔スクリーニングの結果別での
その後の歯科受診状況(n=874)

歯科医師等にお口のケアのアドバイスが
もらえないので物足りない

歯科医師等にお口の中を見てもらえないので
物足りない
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結果が出るまで時間がかかる

出典：R５ｰ６年度就労世代の歯科健康診査等推進事業



モデル事業の実施結果（自治体における簡易な口腔スクリーニング 実施者の視点）

○ 全ての自治体において、一般健診等の会場での簡易な口腔スクリーニングが実施しやすいと回答し、自治体職員
にとって簡易な口腔スクリーニングを用いた検査が受け入れやすいと考えられた。

○ 「実施しやすかった」と回答した理由について、半数以上が「対象者が手間なく参加できるため」、次いで「実
施するための場所やスペースの確保がしやすいため」であった。

自治体視点の運用評価（n=22）

31.8%

68.2%

問：実施しやすかったか。

32

「実施しやすかったと」回答した理由（複数回答）

出典：R５ｰ６年度就労世代の歯科健康診査等推進事業



モデル事業の実施結果（職域におけるターゲットを絞った簡易な口腔スクリーニング等 実施者の視点）

○ 職域におけるターゲットを絞った簡易な口腔スクリーニング等の実施のしやすさについて、「実施しやすかっ
た」と回答した職域は94.7％であった。

○ 「実施しやすかった」と回答した理由について、半数以上が「実施費用が安価であるため」、次いで「周知がし
やすかったため」であった。

○ 本モデル事業における参加団体では保険者の割合が高く（87.5%)、保健事業の対象者が多いことから、高リス
ク者にターゲットを絞ることで実施費用を抑えて効率的に実施できることが重視されたと考えられる。

職域視点の運用評価（n=19）

15.8%

78.9%

「実施しやすかったと」回答した理由（複数回答）

59.1 %
問：実施しやすかったか。

実施費用が安価であるため

周知がしやすかったため

関係者との調整が容易にできたため

円滑な実施動線が作れたため

連携先の関係主体からの協力が得られたため

参加者の待ち時間が少なく実施できたため

その他

33出典：R５ｰ６年度就労世代の歯科健康診査等推進事業



モデル事業の実施結果（職域における実施内容別の参加率）
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簡易スクリーニング：体外診断用医薬品の検査キットを用い、口腔内の状態を簡易にスクリーニングすること

口腔チェック         ：体外診断用医薬品以外のツール（アプリやチェックシートを含む）を用い、口腔内の状態を簡易チェックすること

○ 職域における実施内容別の参加率については、「歯科健診」が97.7%で最も高く、次いで体外診断
用医薬品を用いた「簡易スクリーニング」が89.9%で高かった。

出典：R７年度全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業

※令和７年度の職域におけるモデル事業において、歯科健診や簡易スクリーニング等を一般健診等と同時または単独で実施した

全265フィールド、40,060名の結果を基に算出。実施機会や実施方法はフィールドによって異なる。



２  事業の概要・スキーム、実施主体

• 健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持・増進が重要な役割を果たしていることから、定期的な歯科健診の機会・歯科診療の受診を通じ

て、生涯を通じた歯・口腔の健康を実現していくことが必要である。

• 「骨太の方針2024」において、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組の推進」が記載された。

• しかし、「過去1年間に歯科検診を受診した者」の割合は58.0％（R4歯科疾患実態調査）であり、さらに市町村が実施する歯周疾患検診の受診率は

約5.0％（推計値）にとどまっている。

• また、歯周疾患検診を実施する市町村は、全国で81.6％％（R４地域保健・健康増進事業報告）にとどまっている。

• 歯科健診を実施しない理由として、「実施する歯科医師・歯科衛生士がいない」といった「歯科専門職の不在」や手間がかかるといった「時間的負

担」等が挙げられている。

１  事業の目的

令和７年度予算額 1.2億円（2.0億円）※（）内は前年度当初予算額

自治体や職域等において、簡易に歯周病等の歯科疾患のリスク評価が可能であり、歯科医療機関への受診につなげることができる方法の研

究・開発を支援する。

厚 生 労 働 省

大 学 関 係 団 体企 業

研究・開発を委託

実施主体 企業、大学、関係団体等：３主体程度

生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）環境整備事業
（歯周病等スクリーニングツール開発支援事業）

◆歯 科 疾 患 の リ ス ク 評 価 が 可 能 な ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル ( 簡 易 検 査 キ ッ ト や
診 断 ア プ リ 等 ) の 開 発 を 行 う 企 業 等 に 対 し て 、 研 究 ・ 開 発 を 支 援 す る 。

（ 要 件 イ メ ー ジ ）

• 自 治 体 や 職 域 等 に お い て 活 用 す る こ と を 想 定 し た 、 簡 易 な 方 法 で あ る こ と

• 歯 周 病 に 関 す る リ ス ク 評 価 を 含 む こ と

• 従 来 の 歯 科 健 診 に よ る 方 法 と の 比 較 （ 相 関 の 検 証 等 ） を 行 う こ と

• 医 療 機 器 又 は 体 外 診 断 用 医 薬 品 の 承 認 を め ざ す も の で あ る こ と

• 歯 科 医 療 機 関 へ の 受 診 に つ な げ る よ う 、 受 診 者 へ 結 果 の フ ィ ー ド バ ッ ク が
可 能 で あ る こ と

事業概要
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生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）環境整備事業

歯周病等スクリーニングツール開発支援事業【令和５-7年度】

○「歯周病等スクリーニングツール開発支援事業」に係る仕様書に基づき公募。

○ 令和５年度は５事業者、令和６年度は３事業者、令和７年度は２事業者を選定し開発を支援。

事業者名 分類 概要

栄研化学
株式会社

検体検査
唾液成分から歯周病のリスク評価を行う検査キットとともに、歯周病原細菌由来成分に対する血中抗体価を測定し、歯周
病の進行との関係性の評価が可能な試薬の研究・開発を行う。

アークレイ
株式会社

検体検査
＋システム

洗口吐出液の唾液成分を測定し、う蝕及び歯周病のリスク評価が可能なツールの研究・開発を行う。

大日本印刷
株式会社

検体検査
＋システム

舌ぬぐい液を用いた歯周病原因菌酵素測定試薬について、カラーマネージメント技術によるカラー補正を活用し、スマート
フォンを用いてオンラインによる検査が可能なツールの研究・開発を行う。

株式会社
Fiber Medicine

検体検査
＋システム

唾液中に存在する歯周病ハイリスク因子の定量値に基づいた歯周病診断アルゴリズムを用いてリスク評価が可能な研究・
開発を行う。

株式会社
NTTドコモ

システム
「歯周病発見AI」を用いて、タブレットやスマートフォンで歯ぐきを撮影した画像から、歯周病に罹患している可能性を判定す
るアプリケーションの実用に向けた研究・開発を行う。

事業者名 分類 概要

アルフレッサ ファーマ
株式会社

検体検査
既存の唾液ヘモグロビン検出試薬（体外診断用医薬品）について、集団健診での活用のための採取容器の開発を行うと
ともに、唾液ヘモグロビンと歯周病との関連性に関する検証等を行う。

株式会社ジーシー
検体検査
＋システム

歯周組織の炎症兆候に関わる唾液中のヘモグロビンを検出する検査キットとともに、検査の実施環境等での目視判定によ
る誤差を生じない自動比色判定装置の開発を行う。

パナソニック
株式会社

システム 口腔内カメラで歯ぐきを撮影した画像から、歯周病罹患のリスクを判定するAIモデルおよびアプリケーションの開発を行う。

【令和５年度】

【令和６年度】

事業者名 分類 概要

サンスター

株式会社
検体検査

唾液成分から歯周病のリスク評価を行う検査キットの開発とともに、遠隔評価システムの開発、検査キット及び遠隔評価シ

ステムの有用性の検証等を行う。

三洋化成工業

株式会社
検体検査 唾液成分から歯周病のリスク評価を行う検査キットの研究・開発及び有用性の検証等を行う。

【令和７年度】
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株式会社ジーシー昭和薬品

唾液等を検体とした体外診断用医薬品

栄研化学株式会社アルフレッサ ファーマ株式会社

・サリバスター

・OC-ヘモディアオートⅢ‘栄研’
・OC-ヘモディアオートS‘栄研’
・LZテスト'栄研' HbAo

3. 専用装置で検出
（Hb濃度を算出）

・ネスコート Sa-Hb オート

2. 専用液で希釈

※手順３については専用試薬と混合した後に
分光光度計で検出することも可能

【結果取得】即時

【使用方法】

1. 唾液の採取 2. 試験紙を浸す 3. 色調で判定
（Hb濃度を測定）

Hb：ヘモグロビン

3. 専用装置で検出
（Hb濃度を算出）

（装置があれば当日取得も可）

※製品毎に使用可能な専用装置は異なる

（写真：OCセンサーPLEDIA)

・シルハペーパー ケンシン-ヘモグロビン

アークレイ株式会社

2. 試験紙を浸す ３. 専用装置で測定
  （Hb濃度を測定）

【使用方法】 【使用方法】

1. 唾液の採取

【結果取得】即時 【結果取得】即時

株式会社松風

・PTMキット

1.歯肉溝 
滲出液   
の採取

2. 専用トレイ
に試薬と検体
を注入

3. 専用試薬
を滴下

4. 色調で判定
（AST量を測定）

AST：アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
（歯周組織の破壊により放出される酵素）

【使用方法】

1. 唾液の採取

【結果取得】後日

2. 専用液で希釈

【使用方法】

1. 唾液の採取

【結果取得】後日

※令和８年４月時点で添付文書が公開されている製品（廃盤品は除く。歯科保健課調べ。）
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施策名：生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持・増進が重要な役割を果たしていることから、簡易な口
腔スクリーニングを用いた歯科健診と受診勧奨の主体的な取り組みを支援することによって、生涯を通じた歯
科健診の推進に早急に対応する。

一般健診等と併せて実施、あるいは特定健診結果やレセプトデータによる歯科受療歴等をもとに選定した対象者に対して実施する、
簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診と受診勧奨を主体的に行う保険者及び事業主、自治体に対して支援を行う。

・ 簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診と受診勧奨の主体的な取り組みを支援することによって、生涯を通じた歯科健診を
推進し、 広く国民の歯・口腔の健康の保持・増進を図る。

令和７年度補正予算額 8.8億円
※概算要求の前倒し

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○

【補助内容】人件費、検査分析費など

委 託 事 業 者厚 生 労 働 省

A 事業主

B 事業主

C 保険者
簡易な口腔
スクリーニング
受診勧奨

取組例
①

レセプトデータ等から
対象者を選定して実施

特定健診結果等から
対象者を選定して実施一般健診等と併せて実施

取組例
②

取組例
③

１ 生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業（職域等） 【実施主体：保険者、事業主】

２ 生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業（自治体）   【実施主体：政令市、特別区、市町村等】

➢ いわゆる一般健診等と併せて、簡易な口腔スクリーニングを実施。

➢ 特定健診結果やレセプトデータによる歯科受療歴等をもとに対象者を選定し、簡易な口腔スクリーニングと受診勧奨を実施。

自 治 体

スキーム イメージ
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歯科保健指導マニュアルの作成
（ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業）

39

○ 歯科疾患の予防や重症化予防のためには、歯科健診の実施に加え、その後、各個人の行動変容を促すため、
効果的な歯科保健指導を実施する必要がある。

○ 令和６年度ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業において、歯科保健事業担当者を対象とした保
健指導の基本的な考え方、各ライフステージにおける歯科保健指導等における活用を想定したマニュアル
を作成した。

○ 保健指導の基本的な考え方を示した上で

各ライフステージにおける歯科保健指導、

ICTを活用した歯科保健指導などを会話例

をあげて解説。



普及啓発としての情報発信
（歯科口腔保健支援事業及び歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業）

40

○ 歯科口腔保健支援事業では、民間のノウハウも活用しながら歯科・口腔の知識に関する啓発動画やコラム
等を作成し、専用サイト（iiha）を通じて国民に対する普及啓発を実施している。

○ 歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業では、歯科保健医療情報サイトを立ち上げ、自治体や職域の
歯科保健担当者向けに、各自治体等で実施している歯科保健事業の事例等を紹介している。

https://dental-care-info.mhlw.go.jp/https://iiha.mhlw.go.jp/

＜iiha（歯・口腔の健康に関する情報発信サイト）＞ ＜歯科保健医療情報サイト＞



労働者の口腔の健康の保持・増進に関する取組

41

「一般健康診断問診票を活用した歯科受診勧奨について（協力依頼）」（令和７年７月１日基安労発0701第１号）にて、関係団体宛に、一

般健康診断問診票中の特定健康診査の「標準的な質問票」の歯科項目を活用した労働者の口腔の健康の保持・増進に向けた口腔保健指導のよ

り一層の推進への協力を依頼。

一般健康診断問診票※

＜質問21＞

食事をかんで食べる時の状態はどれ

にあてはまりますか。

①何でもかんで食べることができる

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気に

なる部分があり、かみにくいことが

ある

③ほとんどかめない

※「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施

に係る事業者と保険者の連携・協力事項につい

て」の一部改正について（令和５年７月31日基

発0731第１号、保発0731第４号）において、労

働安全衛生法に基づく定期健康診断等と高齢者

の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診

査の検査項目を同時に実施する場合に用いるよ

う示している標準的な問診票

令和８年４月24日
資料
1第１回 事業場における労働者の健康保持

増進のための指針の在り方に関する検討会



口腔保健に係る取組事例
（令和７年１月 1 7日労審発第 1 6 5 0号の建議を踏まえ手引きに追加）

出典：職場における心とからだの健康づくりのための手引き 42

令和８年４月24日
資料
1第１回 事業場における労働者の健康保持

増進のための指針の在り方に関する検討会



歯科健診受診による歯科受療への影響

43

○ 健康保険組合のレセプトデータを用いた歯科健診受診による歯科受療への影響(平均歯科受療日数）の分析にお
いて、歯科健診後の「歯科受診勧奨あり」群では歯科健診未受診群と比較し歯科健診翌年度の歯科受療日数がや
や多く、「受診勧奨なし」群では差はみられなかった。

歯科健診実施翌年度の平均歯科受療日数（歯科受診勧奨有無別）歯科健診実施翌年度の歯科受療日数の分布（歯科受診勧奨有無別）

受
診
勧
奨
あ
り

受
診
勧
奨
な
し

＜方法＞
• 分析データ：株式会社JMDCと契約し、外部利用可能な歯科健診データを受療した保険者

歯科健診受診群；2018年度に歯科健診を実施し、被保険者の歯科健診受診数が500人未満の保険者を除外した２保険者（加入者約10万人） ※保険者は、非製造業と製造業
歯科健診未受診群；歯科健診受診群と類似業態の保険者で歯科健診事業未実施かつ分析母集団の定義が合致する16保険者（加入者約56万人）

• 解析対象：継続在籍かつ曝露前期間歯科未受領の被保険者（従業員） 歯科健診受診群；8,814人、歯科健診未受診群；112,880人 （40歳以上を対象）
これらの対象者に対して、傾向スコアマッチングを行い交絡因子調整後の分析対象者数は、歯科健診受診群、未受診群とも8,701人

※調整した交絡因子：性年齢、曝露前期間の医科・調剤医療費、健診値、問診回答（運動習慣、喫煙、飲酒頻度）

出典）令和６年度就労世代の歯科健康診査等推進事業（レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業） 

*1 エラーバーは95%信頼区間を示す。
*2 有意差の検定は、マクネマー検定を用いた。



歯科健診受診と医科医療費の関係
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○ 健康保険組合のレセプトデータを用いた歯科健診受診と医科医療費の分析において、歯科健診受診群と歯科健診
未受診群で３年間の総医療費に有意な差は認められなかった。

○ 医科医療費の経年変化は、歯科健診受診群の方が継続して低かったが統計学的に有意な差は見られなかった。

医科医療費の経年変化３年間の年平均総医療費（上位１％除外）

＜方法＞
• 分析データ：株式会社JMDCと契約し、外部利用可能な歯科健診データを受療した保険者

歯科健診受診群；2018年度に歯科健診を実施し、被保険者の歯科健診受診数が500人未満の保険者を除外した２保険者（加入者約10万人） ※保険者は、非製造業と製造業
歯科健診未受診群；歯科健診受診群と類似業態の保険者で歯科健診事業未実施かつ分析母集団の定義が合致する16保険者（加入者約56万人）

• 解析対象：継続在籍かつ曝露前期間歯科未受領の被保険者（従業員） 歯科健診受診群；8,814人、歯科健診未受診群；112,880人 （40歳以上を対象）
これらの対象者に対して、傾向スコアマッチングを行い交絡因子調整後の分析対象者数は、歯科健診受診群、未受診群とも8,701人

※調整した交絡因子：性年齢、曝露前期間の医科・調剤医療費、健診値、問診回答（運動習慣、喫煙、飲酒頻度）

*1 エラーバーは95%信頼区間を示す。
*2 有意差の検定は、マクネマー検定を用いた。

出典）令和６年度就労世代の歯科健康診査等推進事業（レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業） 



欠損歯の有無と医療費の関係
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○ 欠損歯の有無による医療費（医科、調剤）への影響について、アウトカム評価期間9年間（2016-2024年度）の
一人あたり平均医科・調剤医療費を比較した。

○ その結果、アウトカム評価期間の一人あたり平均医科・調剤医療費は、「欠損歯なし群」のほうが「欠損歯あり
群」よりも低い傾向がみられた。一方で、生活習慣病関連医療費、虚血性心疾患医療費、脳血管疾患医療費との
関連はみられなかった。

アウトカム評価期間の一人あたり平均医科・調剤医療費（円/年）の分布

欠損歯あり 欠損歯なし

アウトカム評価期間の一人あたり平均医科・調剤医療費（円/年）

人
数
（
人
）

医療費（対数）

平
均
医
科
・
調
剤
医
療
費
（
千
円
）

＜方法＞
• 分析データ：株式会社JMDCと契約している保険者のうち、二次利用許諾が得られている138組合のデータ（大規模事業所を母体とする健康保険組合が一定数含まれていることに留意

が必要。）
• 解析対象：10年間同一組合に加入していた18歳以上75歳未満の被保険者（n=2,167,289）のうち、残存歯数の判定ができなかった者を除いた608,289名（欠損歯あり群n=30,223、

欠損歯なし群n=578,066）に対して、交絡因子を調整するため傾向スコアマッチングを実施して選定した60,350名（欠損歯あり群n=30,175、欠損歯なし群n=30,175）
※調整した交絡因子：基本属性、残存歯数判定期間の医科・調剤医療費、健診値、問診回答（喫煙、身体活動、飲酒量、睡眠、間食、就寝前夕食、食べる速さ、貧血、朝食欠食等）

• 分析期間：残存歯数判定期間を1年間（2015年度）、アウトカム評価期間を残存歯数判定期間以降最大の9年間（2016-2024年度）

出典）令和７年度全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業（レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業） 

*** p < 0.001
(対応のあるt検
定）

※エラーバーは
95％信頼区間を
表す。

※受療状況判定期間に残存歯数
24本未満（n=30,175）

※受療状況判定期間に残存歯数
24本以上（n=30,175）
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○ 歯周病又はう蝕の定期的な治療・管理を行っている者（歯科メインテナンス受療あり群）と行っていない
者（歯科メインテナンス受療なし群）を比較した分析では、歯科メインテナンス受療あり群は受療なし群
と比較して残存歯減少が少なく、歯科疾患の重症化率が低い傾向がみられた。

○ 平均歯科医療費は、歯科メインテナンス受療あり群の方が高い傾向がみられた。

• エラーバーは95%信頼区間を示す。
• 有意差の検定は、マクネマー検定を

用いた。
• ***p < 0.05

歯科メインテナンス受療の判定期間から３年後の残存歯減少数

アウトカム評価期間の平均歯科疾患重症化率

アウトカム評価期間の１人あたり平均歯科医療費（円/年）

歯科疾患重症化率の経年変化

＜方法＞
• 分析データ：株式会社JMDCと契約している保険者のうち、二次利用許諾が得られている287組合のデータ（大規模事業所を母体とする健康保険組合が一定数含まれていること

に留意が必要。）
• 解析対象：６年間同一組合に加入していた18歳以上75歳未満の被保険者（n=6,849,437）のうち、残存歯数の判定ができなかった者及び対象期間中に歯科疾患重症化が発生

したとレセプト上判定された者を除いた1,189,799名（歯科メインテナンス受療あり群n=64,628、歯科メインテナンス受療なし群n=1,125,171）に対して、交絡因子を調整
するため傾向スコアマッチングを実施して選定した128,782名（歯科メインテナンス受療あり群n=64,391、歯科メインテナンス受療なし群n=64,391）
※調整した交絡因子：基本属性、口腔状態、残存歯判定期間の歯科医療費、残存歯判定期間の医科・調剤医療費、健診値、問診回答（喫煙、身体活動、飲酒量、睡眠、間食、

就寝前夕食、食べる速さ、貧血、朝食欠食等）
• 分析期間：歯科メインテナンス受療有無（保険診療に限る）の判定期間は2020年度1年間、アウトカム評価期間４年間（2021-2024年度）

＜歯科メインテナンス受療ありの区分判定＞
⚫ 以下の①管理区分の算定があり、②診療

行為区分の高位のいずれかの算定がある
レセプト

①管理区分：以下のa及びbを算定
a. 歯科疾患管理料
b.エナメル質初期う蝕管理料/歯周病安定期治
療/歯周病重症化予防治療のいずれかの算定.

②診療行為区分

以下のいずれかの診療行為を算定
• 歯科衛生実地指導料、歯周基本検査、歯周

精密検査、歯周基本治療、歯周基本処置、
器械的歯面清掃処置、フッ化物歯面塗布

出典）令和７年度全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業（レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業） 
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○ 歯科メインテナンス受療後、４年間の生活習慣病および2型糖尿病、虚血性心疾患、脳血管疾患別の罹患

率を比較したところ、生活習慣病罹患率について、歯科メインテナンス受療あり群は受療なし群と比べ低

い傾向がみられたが、２型糖尿病、虚血性心疾患及び脳血管疾患の罹患率は差が認められなかった。

*1 エラーバーは95%信頼区間を示す。
*2 有意差の検定は、マクネマー検定を
用いた。
*3 * p < 0.05, n.s. not significant.
*4 罹患率は、2型糖尿病（合併症含む
）、虚血性心疾患、脳血管疾患（全て疑
いを除き、2型糖尿病は治療薬の処方が
ある対象、虚血性心疾患および脳血管疾
患は病名のみを対象）、のアウトカム評
価期間内の新規罹患者の割合
※ 残存歯数判定期間開始年月からアウ
トカム評価期間開始年月前月までに疑い
を除く上記疾患での受診がないことを前
提とする

アウトカム評価期間の生活習慣病罹患率

アウトカム評価期間の虚血性心疾患罹患率

アウトカム評価期間の2型糖尿病罹患率

アウトカム評価期間の脳血管疾患罹患率

＜方法＞
• 分析データ：株式会社JMDCと契約している保険者のうち、二次利用許諾が得られている287組合のデータ（大規模事業所を母体とする健康保険組合が一定数含まれていること

に留意が必要。）
• 解析対象：６年間同一組合に加入していた18歳以上75歳未満の被保険者（n=6,849,437）のうち、残存歯数の判定ができなかった者及び対象期間中に歯科疾患重症化が発生

したとレセプト上判定された者を除いた1,189,799名（歯科メインテナンス受療あり群n=64,628、歯科メインテナンス受療なし群n=1,125,171）に対して、交絡因子を調整
するため傾向スコアマッチングを実施して選定した128,782名（歯科メインテナンス受療あり群n=64,391、歯科メインテナンス受療なし群n=64,391）
※調整した交絡因子：基本属性、口腔状態、残存歯判定期間の歯科医療費、残存歯判定期間の医科・調剤医療費、健診値、問診回答（喫煙、身体活動、飲酒量、睡眠、間食、

就寝前夕食、食べる速さ、貧血、朝食欠食等）
• 分析期間：歯科メインテナンス受療有無（保険診療に限る）の判定期間は、2020年度1年間、アウトカム評価期間４年間（2021-2024年度）

出典）令和７年度全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業（レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業） 
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○ 歯周病検診において歯周病の診断を受けた人（平均年齢62.6歳 [標準偏差9.0]、女性65.5％）を対象に、そ
の後の歯周病治療の有無と年間医療費の関係を後ろ向きコホート研究にて調査した研究において、歯周病の治
療を受けた人と比較し、治療を受けなかった人では、その後の年間医科医療費がコスト比で1.56倍、コスト
差では59,350円高い、という結果が報告されている。

*1  n=652（治療あり：n=593、治療なし：n=59）
*2  *: P <0.05, **: P <0.001
*3  年齢、性別、現在歯数、過去1 年間の歯科受診、かかりつけ歯科医の有無、

喫煙習慣、基礎疾患の影響を統計学的に取り除いた結果

*1  n=652（治療あり：n=593、治療なし：n=59）
*2  *: P <0.001
*3  年齢、性別、現在歯数、過去1 年間の歯科受診、かかりつけ歯科医の有無、

喫煙習慣、基礎疾患の影響を統計学的に取り除いた結果

出典）Kinugawa A, et.al. Impact of leaving periodontal disease untreated on healthcare expenditures: A retrospective cohort study. J periodontal. 2026;e70136.
国立大学法人東北大学大学院歯学研究科研究成果プレスリリース資料（2026年4月28日）

＜研究方法＞
• LIFE Study（自治体が保有する保健/医療・介護・行政等の健康関連データを住民単位で統合したデータベース研究）に参加している１自治体の国民

健康保険加入者の2019年歯周疾患検診データと2018年～2022年の医療レセプトデータを使用。
• 歯周病治療の有無については、歯周病検診受診後6か月以内の歯周治療をレセプトの記録から判定
• 医科・歯科・調剤医療費は、歯周病治療の有無を判定した日以降の2年間における各請求額の合計としてそれぞれ算出
• 年齢、性別、現在歯数、過去1 年間の歯科受診、かかりつけ歯科医の有無、喫煙習慣、基礎疾患の影響を統計学的に除外し、各年間医療費のコスト比

とコスト差を推定

歯周病治療の有無と年間医療費との関連【コスト比】 歯周病治療の有無と年間医療費との関連【コスト差】
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○ 健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持、増進が重要な役割を果たしてい
ることから、定期的な歯科健診の機会や歯科診療の受診を通じて、生涯を通じた歯・
口腔の健康を実現していくことが必要である。 

○ 小児のう蝕の減少や8020達成者の増加など、国民の歯・口腔の健康状態の改善が認め

られる一方で、中等度以上の歯周病の罹患率が改善していないこと、う蝕を有する者

や8020未達成者なども一定数存在するなどの課題も認められる。

○ 歯周病検診や自治体が独自に実施する歯科健診について、実施数の増加は認められて

いるが、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の実現に向けては、「過

去1年間に歯科検診を受診した者の割合」を増加するために、さらなる歯科健診の充

実が必要である。

○ 特に20～39歳において、歯科検診（健診）を受診する者の割合が低く、その原因の一つ

として就労世代が「時間がない」と考えていることなどが示唆されていることから、新た

な方法を含めた歯科健診の機会の拡大や環境整備、また歯・口腔の健康や歯科健診の必要

性等に関する普及啓発が必要である。

○ また、障害者や要介護高齢者など、歯科健診や歯科医療の受診が困難な者の歯科健診の受

診率も低く、歯科健診の実施体制や方法等の検討が必要である。
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○ 生涯を通じた歯科健診を推進していくためには、歯科健診を受けることができる環境整備が
重要である。

○ 現状において歯科健診は歯科医師が口腔内診査を行っているが、今後、更に歯科健診の受診
機会を増やすためには、歯科健診のあり方の一つとして、体外診断用医薬品等による口腔検
査から歯科医療機関への受診までを「簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診」として
整理してはどうか。

○ その上で、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の実現に向けて、簡易な口腔
スクリーニングを用いた歯科健診等を実施するパイロット事業の近況なども踏まえながら、
歯科健診の受診率の向上に向けて、効果的・効率的な歯科健診及び歯科保健指導、普及啓発
のあり方等について検討を行ってはどうか。

＜スケジュール＞

○ 「簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診」についての整理

令和８年５月：第１回検討会

６月：第２回検討会、中間とりまとめ

○ 歯科健診のあり方及び効果的・効率的な歯科健診や歯科保健指導、普及啓発についての検討

令和８年８月以降議論
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